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平
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出
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地
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住
所

年
六
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一
一
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一
三
一
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

一
ハ
ー
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一
ハ 四 二 〃〃〃

月
一
日

一
一
一四 四四四四 〃〃

一
一
一

一
ハ 四

一
ハ

一一一

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

福
岡
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

福
岡
地
方
検
察
庁
小
倉
支
部
勤
務
を
命
ず
る

福
岡
地
方
検
察
庁
小
倉
支
部
勤
務
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

国
際
連
合
事
務
局
国
際
経
済
社
会
局
社
会
開
発
人
道
セ
ン
タ
ー
犯
罪
防
止
刑
事
司

国
際
連
合
事
務
局
国
際
経
済
社
会
局
社
会
開
発
人
道
セ
ン
タ
ー
犯
罪
防
止
刑
事
司

法
部
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ウ
ィ
ー
ン
市
）
に
派
遣
す
る

派
遣
の
期
間
は
平
成
四
年
四
月
六
日
か
ら
平
成
六
年
四
月
五
日
ま
で
と
す
る

派
遣
の
期
間
を
平
成
七
年
四
月
五
日
ま
で
更
新
す
る
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法 務 省

八 〃 .〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成

七

年

一

一

○ 九 〃 七 〃 〃 〃 〃
一
ハ

I 五 四
月

二
八 八

一

九 〃

一

○ 〃 〃

一

一

○

一
一
一
一
一

三

○
一
ハ

日

（
期
間
は
平
成
八
年
二
月
二
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
七
年
一
○
月
一
六
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
七
年
九
月
二
一
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

通
商
産
業
事
務
官
（
通
商
政
策
局
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

総
務
課
通
商
交
渉
官
補
佐
を
命
ず
る

総
務
課
長
補
佐
を
命
ず
る

通
商
産
業
事
務
官
（
通
商
政
策
局
）
に
併
任
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

職
務
に
復
帰
し
た

派
遣
の
期
間
を
平
成
七
年
六
月
一
二
日
ま
で
更
新
す
る

（
期
間
は
平
成
七
年
六
月
九
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
政
策
局
）
に
併
任
す
る

／

派
遣
の
期
間
を
平
成
七
年
五
月
三
一
日
ま
で
更
新
す
る

事
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法 務 省
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九 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成
八
年

一

一
一

一

○ 九 七
一
ハ 五 〃 四

月

二

○

一

五

一
一
一

一
一
ハ

一

四

二

四

一

九

一

五 八
日

（
期
間
は
平
成
九
年
一
月
二
七
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
八
年
二
月
二
五
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
領
事
移
住
部
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
八
年
一
○
月
一
八
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
八
年
九
月
一
九
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
八
年
七
月
一
九
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
領
事
移
住
部
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
八
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
八
年
六
月
二
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
八
年
四
月
二
七
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
一

寸
る

1

（
期
間
は
平
成
八
年
四
月
一
四
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る
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一

一
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一

七

一
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五

一
一
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平
成
九
年

四 七 II 九1 四 四
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月

一 ○

二

五 一 一

一
一
一
一
一

一

一
一
ハ

一
ハ

日

福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

那
覇
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

那
覇
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

福
岡
高
等
検
察
庁
那
覇
支
部
勤
務
を
命
ず
る

福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

那
覇
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

法
務
省
刑
事
局
国
際
課
国
際
刑
事
企
画
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

那
覇
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
国
際
課
国
際
刑
事
企
画
官
に
充
て
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

（
期
間
は
平
成
九
年
五
月
一
二
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
九
年
四
月
一
八
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る
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二

七

一

一
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ハ

二

五

一

一

四 〃 〃

平
成
二
二

年

七

一
一 八 八

一
一

四 一
月

一
一
一

→一

○
一 七

一

五
一

一
八

日

東
京
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

札
幌
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

●

最
高
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

札
幌
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

札
幌
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

名
古
屋
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

名
古
屋
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

那
覇
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る
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三 〃 〃 〃
々
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一

令
和
元 ﾉノ 〃 〃

一

一

九

平
成
二
七

年

七 〃 〃 〃 九 九 〃 〃 〃 II 四
一
一
一

月

一
一
ハ 〃 〃 〃

一

四
｛
ハ 〃 〃 九■

一

○

一

○
日

最
高
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

０

内
閣
官
房
国
際
テ
ロ
情
報
集
約
室
次
長
を
免
ず
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
）
の
併
任
を
解
除
す
る

障
害
者
雇
用
推
進
者
を
免
ず
る

公
安
調
査
官
を
免
ず
る

公
安
調
査
庁
次
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
監
察
指
導
部
長
を
命
ず
る

障
害
者
雇
用
推
進
者
を
命
ず
る

内
閣
官
房
国
際
テ
ロ
情
報
集
約
室
次
長
を
命
ず
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
）
に
併
任
す
る

公
安
調
査
官
を
命
ず
る

公
安
調
査
庁
次
長
に
充
て
る

大
津
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

事
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令
和
五

年

一

月

一

○
日

最
高
検
察
庁
公
安
部
長
を
免
ず
る

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

公
安
調
査
官
を
命
ず
る

公
安
調
査
庁
長
官
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
監
察
指
導
部
長
を
免
ず
る

事
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務
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